
消
防
本
部
予
防
課
1
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◆
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3
月
1
日
〜
7
日
は
春

の
火
災
予
防
運
動

春
は
空
気
が
乾
燥
し
、
風
も
強

く
火
災
の
多
い
季
節
で
す
。
昨
年

の
火
災
発
生
件
数
は
39
件
で
、
こ

れ
ら
の
出
火
原
因
は
、
放
火
の
疑

い
、た
ば
こ
、ガ
ス
コ
ン
ロ
で
し
た
。

火
の
取
扱
い
に
は
十
分
注
意

し
、
火
災
の
発
生
を
未
然
に
防
ぎ

ま
し
ょ
う
。

○
予
防
対
策

・
家
の
周
り
に
は
燃
え
や
す
い
物

を
置
か
な
い
な
ど
、
放
火
さ
れ

な
い
環
境
づ
く
り
を
す
る
。

・
灰
皿
に
は
水
を
入
れ
て
お
く
。

ま
た
、
た
ば
こ
の
ポ
イ
捨
て
は

し
な
い
。

・
天
ぷ
ら
な
ど
を
揚
げ
た
り
す
る

時
は
、
火
を
つ
け
た
ま
ま
に
し

て
、
そ
の
場
を
離
れ
な
い
。

〈
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
〉

平
成
18
年
6
月
1
日
か
ら
住
宅

用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
化

さ
れ
、
既
存
の
住
宅
に
関
し
て
は
、

平
成
20
年
5
月
31
日
ま
で
に
設
置

が
必
要
で
す
。
設
置
場
所
は
寝
室
、

階
段
な
ど
で
す
。詳
し
く
は
、消
防

本
部
予
防
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。な
お
、消
防
署
が
住
宅

用
火
災
警
報
器
を
販
売
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
悪
質
な
販

売
業
者
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

「
火
は
見
て
る　

あ
な
た
が
離
れ

る　

そ
の
時
を
」

消
防
本
部
総
務
課
1
68
◆

0
9
3
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「
消
防
広
域
化
推
進
計
画
」

を
ご
存
じ
で
す
か

国
は
大
規
模
災
害
な
ど
に
対
応

す
る
た
め
、
消
防
組
織
法
の
一
部

を
改
正
し
、
概
ね
管
轄
人
口
30
万

規
模
を
目
標
と
し
て
、
自
主
的
な

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進

し
て
い
く
基
本
指
針
を
示
し
ま
し

た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
愛
知
県
は

東
三
河
を
一
つ
の
消
防
本
部
と
す

る
広
域
化
推
進
計
画（
案
）
を
示

し
て
い
ま
す
。

現
在
、
当
市
の
消
防
体
制
整
備

は
、
市
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得

て
、市
内
の
消
防
力
の
強
化
を
図
っ

て
い
ま
す
。市
町
村
消
防
の
広
域

化
は
、初
動
体
制
の
強
化
、装
備
の

充
実
、
大
規
模
災
害
に
対
す
る
対

応
な
ど
の
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が

実
現
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上

を
最
優
先
に
市
民
の
安
全
・
安
心

の
た
め
広
域
化
へ
の
検
討
を
重

ね
、
一
層
の
消
防
救
急
体
制
確
保

に
努
め
て
い
き
ま
す
。

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
5

軽
自
動
車
な
ど
の
廃
車
、

名
義
・
住
所
変
更
手
続

き
は
お
早
め
に

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
4
月
1

日
現
在
で
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ

て
い
る
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
車
を
廃
車
、

譲
渡
、
盗
難
な
ど
に
よ
り
実
際
に

所
有
し
て
い
な
く
て
も
、
所
定
の

届
出
を
し
て
お
か
な
い
と
い
つ
ま

で
も
税
金
が
か
か
り
ま
す
。

軽
自
動
車
税
は
、
月
割
り
で
計

算
し
ま
せ
ん
。
4
月
1
日
を
過
ぎ

て
か
ら
廃
車
、
名
義
変
更
を
し
て

も
税
金
の
払
い
戻
し
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
廃
車
や
譲
渡
を
さ
れ
た

と
き
は
、
早
め
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。手
続
き
を
し
な
い
と
、

毎
年
5
月
に
1
年
分
の
税
金
を
払

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
に
該
当
す
る
方
は
手
続
き
を

お
忘
れ
な
く
お
願
い
し
ま
す
。

①
現
在
使
用
し
て
い
な
い
原
動
機

付
自
転
車
、
軽
自
動
車
な
ど
を

所
有
し
て
い
る
方
で
、
廃
車
手

続
き
を
済
ま
せ
て
い
な
い
方

②
転
入
・
転
出
を
し
て
も
車
の
住

所
変
更
を
し
て
い
な
い
方

③
友
人
、
知
人
に
車
を
譲
渡
し
て

も
名
義
変
更
の
手
続
き
を
し
て

い
な
い
方

※
3
月
下
旬
は
窓
口
が
大
変
混
雑

し
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
お
早

め
に
手
続
き
を
済
ま
せ
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

◆
お
も
な
軽
自
動
車
の
税
額

原
動
機
付
自
転
車

・
総
排
気
量
が
50
㏄
以
下　

千
円

・
総
排
気
量
が
50
㏄
を
超
え
90
㏄

以
下
の
二
輪　
　
　
　

千
200
円

・
総
排
気
量
が
90
㏄
を
超
え
125
㏄

以
下
の
二
輪　
　
　
　

千
600
円

小
型
特
殊
自
動
車

・
農
耕
作
業
用　
　
　
　

千
600
円

・
そ
の
他
の
も
の　
　

4
千
700
円

軽
自
動
車

・
軽
二
輪　
　
　
　
　

2
千
400
円

・
四
輪
の
乗
用
自
家
用　

7
千
200
円

・
四
輪
の
貨
物
自
家
用　

4
千
円

二
輪
の
小
型
自
動
車

・
総
排
気
量
が
250
㏄
を
超
え
る
も

の　
　
　
　
　
　
　
　

4
千
円

●
普
通
自
動
車
の
登
録
検
査
お
よ

び
廃
車
、
名
義
・
住
所
変
更
の

お
問
い
合
わ
せ
は
、
豊
橋
自
動

車
検
査
登
録
事
務
所
へ
。

【
登
録
】

　

☎
0
5
3
2
◆

32
◆

8
8
2
1

【
検
査
】

　

☎
0
5
3
2
◆

32
◆

8
8
2
2
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車　種 原動機付自転車（125 ㏄まで）
小型特殊自動車

軽自動車 二輪の小型自動車
（250 ㏄を超えるバイク）軽二輪（126 ㏄～ 250 ㏄） 四　輪

届出先 市役所税務収納課
税政担当

愛知県軽自動車協会
（豊橋分室）
10532◆34◆4601

愛知県軽自動車検査協会
（豊橋支所）
10532◆34◆3311

愛知陸運支局
豊橋自動車検査登録事務所
1050◆5540◆2049

届出に必要なもの

〈廃車〉
・ナンバープレート
・印かん
〈名義変更〉
・印かん（新・旧所有者両方）
・標識交付書

〈廃車〉
・ナンバープレート　・印かん　・自動車検査証（軽二輪 126～ 250 ㏄は軽自動車届出済証）
〈名義変更・住所変更〉
・新所有者の住民票の写し　・自賠責保険証　・印かん（新・旧所有者両方）
・自動車検査証（軽二輪 126 ～ 250 ㏄は軽自動車届出済証）
※手続きは、自家用自動車組合（蒲郡警察署北 169◆5105）で代行します。


